
税法には曖昧な表現がたくさんあります。

たとえば役員給与の支払が損金不算入とな

る「不相当に高額な金額」、扶養義務者相互

間の生活費、教育費の贈与が非課税となる

「通常必要と認められるもの」などです。具

体的な範囲が不明な表現では課税されるか

予測がつかず、不安定なものになります。

租税法では、これらの表現を「不確定概念」

と呼んでいます。 

課税要件明確主義に反する不確定概念 

税金は私たちの大切な財産から納めるも

のですので、課税は財産権の侵害にあたり

ます。憲法では租税は法律に基づいて課さ

れるものとされています（租税法律主義）。

課税要件は法律で定め（課税要件法定主義）、

明確に示すこと（課税要件明確主義）で恣

意的な課税を防ぎます。 

不確定概念とされる「不相当に」「通常必

要」といった曖昧な表現は、課税要件明確

主義に反します。役員給与がどれくらいの

水準であれば損金になるのか、扶養義務者

間の資産移転がどれくらいまでなら非課税

となるのか、わからないまま申告書を提出

し、そこから税務署の裁量で判断がなされ

るのでは、納税者は個々の行為に慎重にな

らざるを得ません。 

不確定概念への対処法 

租税法の山本守之先生は、不確定概念で

あっても「経済的取引の実態にあった課税

という面では納税者にも意義がある」こと

に言及されています。たとえば、社長に高

額な給与を支払っていても会社の業績が良

く、大きな利益を計上している場合は妥当

なものとして損金となる場合もあるでしょ

う。また、扶養義務者間の贈与で受贈者に

生活水準を維持させる必要があるものの、

本人には費用を負担する資力がなく、贈与

者には資力がある場合、その贈与は非課税

となる可能性があります。 

評価通達６項の適用による課税 

ところで、近年、相続税の財産評価にお

いて課税の公平を論拠に、評価通達６項を

適用して通達評価が「著しく不適当」と認

め、税務署の算定する価額で恣意的に課税

しようとする事例が頻発しています。これ

も不確定概念を利用した課税です。 

通達に法的拘束力はないと言えますが、

法令を補完する機能を担っており、6項によ

る課税処分は今後も増えるのではないかと

懸念されます。納税者には個々の行為に際

して税法の趣旨・目的と経済的取引の実態

に則しているかの判断が求められそうです。 
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租税法の不確定概念 

まずは健康の回復。贈

与課税はないと思う

けど不安もあります。 
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